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平成２６年１月９日（木）
国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所

国道５０号 佐野市 『秋山川橋（上り線）』の
補修に伴う通行規制のお知らせ

あき やま が わ

宇都宮国道事務所では、国道５０号佐野市植下町地先の「秋山川橋」

において、橋梁補修工事を行います。この工事に伴い、以下のとおり

通行規制を行います。

◆場 所：国道５０号
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NN◆場 所：国道５０号

◆規制期間：平成２６年１月１４日午前９時から
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通⾏規制箇所
１月２８日午後５時まで

※天候などの影響により規制期間を変更する場合があり

ます。

◆規制内容：国道５０号 上り線（前橋方面）の

※通行規制に伴う迂回は 現地の迂回路看板に沿 て

１車線規制 （１/２車線）
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１月２８日午後５時まで

工事中はご迷惑をおかけしますが ご理解とご協力をお願い致します

※通行規制に伴う迂回は、現地の迂回路看板に沿って

通行してください。

※通行規制を解除する際は、宇都宮国道事務所ホーム

ページ （http://www.ktr.mlit.go.jp/utunomiya）

にてお知らせします。

16

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会

茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、刀水クラブ・テレビ記者会

工事中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い致します。

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 宇都宮国道事務所

電話 ０２８－６３８－２１８１（代表）

副所長 清水 信男 管理第二課長 小笠原 久
しみず のぶお おがさわら ひさし
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◆工事内容 ：

◆場 所 ：

◆規制内容 ：

国道５０号「秋山川橋」の補修工事

栃木県佐野市植下町～大古屋町の「秋山川橋」

国道５０号上り線（前橋方面）の１車線規制 （１/２車線）◆規制内容 ：

◆規制日時 ：

国道５０号上り線（前橋方面）の１車線規制 （１/２車線）

平成２６年１月１４日（火）午前９時～

平成２６年１月２８日（火）午後５時

工 事 箇 所 図
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規制期間（予定）

片側１車線規制

1月14日～28日：片側１車線（１／２車線）
を終日規制
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